
事務所

確 認

〒 （電話　　　　　　　　　　　　）

〒 （電話　　　　　　　　　　　　　）

（電話 ）

　　　 事業年度又
の事業所税の 申告書

は課税期間

㎡ 円

所床面積

㎡ 円

廃止された事業所床面積

㎡ 円

㎡ 円

㎡ 円

㎡ 円

㎡ 円

床面積（①－③－⑤） 0 0

㎡ 円

㎡ 円

   税額

円

円

個人番号又は
法人番号

）関 与 税 理

従 業 者 割 額

⑮

⑯

（⑫－⑬－⑭）

⑲

士 氏 名

⑤　

⑥　

③　

　　　年

⑰

⑫

① に 係 る 控 除 床 面 積

① に 係 る 非 課 税 床 面 積

⑬

⑭

⑱

⑩　

⑪　

⑦　

⑧　
   既に納付の確定した事業所税額

既に納付の確定した従業者割額

非課税に係る

事業所床面積 ④　

控 除 事 業 所

床 面 積

課税標準となる床面積合計　（⑦＋⑧）

② に 係 る 控 除 床 面 積

①に係る課税標準となる

②に係る課税標準となる床面積

② に 係 る 非 課 税 床 面 積

算定期間の中途において新設又は
②　

①　

※
処
理
事
項

本店

支店

非課税に係る従業者給与総額

この申告に
応答する者
の 氏 名

住所

又は

所在地

事 業 種 目

所轄税務署名

申 告 年 月 日

従 業 者 給 与 総 額
算定期間を通じて使用された事業

　　　　　　  　 区分

通 信 日 付 印

発 信 年 月 日

 　　　  　年　　月　　日　　　豊中市長あて　

　　　 　年　　月　　日　

⑨　

名 称

（フリガナ）

（フリガナ）

法 人 の 代

表 者 氏 名

総 額

資

産

割

従

業

者

割

   この申告により納付すべき事業所
⑳

事 業 所

床 面 積

既 に 納 付 の 確 定 し た 資 産 割 額

資 産 割 額 ( ⑨ × 600 円 )

氏 名 又 は

課 税 標 準 と

な る 事 業 所

床 面 積

資産割額と従業者割額の合計額

（電話

第
四
十
四
号
様
式

　（⑪+⑰)

　 （⑱-⑲）

備

考

整　理　番　号

資本金の額又
は出資金の額

   （⑩+⑯）

控 除 従 業 者 給 与 総 額

課 税 標 準 と な る 従 業者 給与

申告区分

税務署

管理番号

×
12

十億 百万 千

（⑮×
100

0.25
）

十億 百万 千円兆

0 0 0

0 0

受 付

印

十億 百万 千

年 年日から月 月 日までの

0 0



     第44号様式記載要領

 　  １．この申告書は、事務所又は事業所（以下「事業所等」という。）所在地の市長に１通提出すること。
     ２．※印の欄は記載しないこと。
　   ３．「個人番号又は法人番号」欄には、個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項
         に規定する個人番号をいう。以下同じ。）又は法人番号（同条第15項に規定する法人番号をいう。）を記載すること。なお、個人番
         号を記載する場合には、左側を1文字空けて記載すること。
　   ４．「法人の代表者氏名」の欄は、この申告書の作成時における法人の業務を主宰している者が記名すること。
     ５．「住所又は所在地」の欄は、本店の所在地及び豊中市の区域内の事業所等が支店の場合は主たる支店の所在地を併記すること。
　   ６．「事業種目」の欄は、事業の種類を具体的に、例えば「電気器具製造業」と記載すること。
　　  　    なお、２以上の事業を行う場合にはそれぞれの事業を記載し、主たる事業に○印を付すること。
　   ７．「資本金の額又は出資金の額」の欄は、期末現在における資本金の額又は出資金の額を記載すること。
     ８．「事業所税の　　　　　申告書」は、次により記載すること。
　       ⑴ 法第701条の46又は法第701条の47の申告の場合は、記載しない。
　       ⑵ 法第701条の49の申告の場合は、「修正」
　   ９．①及び②の欄は、別表１（事業所等明細書）の「１　算定期間を通じて使用された事業所等」又は「２　算定期間の中途において新
          設又は廃止された事業所等」に係る事業所床面積の合計で①又は②に対応するそれぞれの数値を記載すること。
   １０．③及び④の欄は、別表２（非課税明細書）の㋐の合計（事業所等が２以上の場合はこれらの合計とする。）で③又は④に対応するそ
          れぞれの数値を記載すること。
   １１．⑤及び⑥の欄は、別表３（課税標準の特例明細書）の㋒の合計（事業所等が２以上の場合はこれらの合計とする。）で⑤又は⑥に対
          応するそれぞれの数値を記載すること。
   １２．⑦の欄は、課税標準の算定期間（以下「算定期間」という。）が12月に満たない場合は（①－③－⑤）の床面積に
 　  　　 　算定期間の月数
  　   　　　　　  12　　　　を乗じて得た床面積の合計を記載すること。
   １３．⑧の欄は、次に掲げる事業所等に応じ、それぞれに対応する（②－④－⑥）の床面積（算定期間が12月に満たない場合は
 　  　　   算定期間の月数
                   12        を乗じて得た床面積とする。）にそれぞれ次に掲げる割合を乗じて得た床面積を記載すること。
　 　 　 ⑴算定期間の中途において新設された事業所等（⑶を除く。）
　　　　　　　   新設の日の属する月の翌月から算定期間の末日の属する月までの月数
　　　　 　　　     　　　　　　　　　　　　算定期間の月数
　 　 　 ⑵算定期間の中途において廃止された事業所等（⑶を除く。）
　　　　 　　　  算定期間の開始の日の属する月から当該廃止の日の属する月までの月数
　　　　        　　　　　　　　　　　　　  算定期間の月数
　 　    ⑶算定期間の中途において新設され、かつ、廃止された事業所等
　　　　 　　　  新設の日の属する月の翌月から当該廃止の日の属する月までの月数
　　　　    　　　　　　　 　　　　　　　　 算定期間の月数
   １４．⑫の欄は、別表１の従業者給与総額㋔の合計を記載すること。
   １５．⑬の欄は、別表２の非課税従業者給与総額㋒の合計を記載すること。
   １６．⑭の欄は、別表３の控除従業者給与総額㋕の合計を記載すること。
   １７．⑮の欄は、課税標準となる従業者給与総額に1,000円未満の端数が生じた場合には、切り捨てること。
   １８．⑱及び⑲の欄は、資産割及び従業者割の合計の税額に100円未満の端数が生じた場合は、切り捨てること。



1

（㋐＋㋑）㋒

1

2

計 月

1

2

計 月

1

2

計 月

1

2

計 月

1

2

計 月

1

2

計 月

1

2

計 月

1

2

計 月

・　　・
・　　・

・　　・
・　　・

・　　・
・　　・

・　　・
・　　・

・　　・
・　　・

・　　・
・　　・

・　　・
・　　・

・　　・
・　　・

従 業 者 割

処 理 事 項 事 業 所 用 家 屋 の 所 有 者 住 所 ・ 氏 名 共 用 床 面 積 ㋑ 同 上 の 月 数 ㋓

専 用 床 面 積 ㋐ 事 業 所 床 面 積 使用した期間（年月日） 従業者数
従 業 者 給 与 総 額 ㋔

※ 明
細
区
分

事業所等 の 名称 所 在 地 及 び ビ ル 名 資 産 割

事務所 管　理　番　号 申告区分 　
第
四
十
四
号
様
式
別
表
一

算定期間を通じて使用された事業所等

算 定 期 間 の 中 途 に お い て 新 設 又 は

整 理 番 号

廃 止 さ れ た 事 業 所 等

個人番号又は
法人番号

事 業 所 等 明 細 書
明 細 区 分 の 別

算
定
期
間

年 月 日 か ら
※
処理
事項

2
年 月 日 ま で 氏 名 又 は

名 称

㎡

㎡

㎡ 十億 百万 千 円
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まで

から

まで

から
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まで
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まで
から

まで

人



　第44号様式別表１記載要領

  １．この明細書は、第44号様式の申告書に添付すること。
  ２．※印の欄は記載しないこと。
  ３．「個人番号又は法人番号」欄には、個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規
      定する個人番号をいう。以下同じ。）又は法人番号（同条第15項に規定する法人番号をいう。）を記載すること。なお、個人番号を記載
　　　する場合には、左側を1文字空けて記載すること。
  ４．「算定期間」の欄は、課税標準の算定期間（以下「算定期間」という。）を記載すること。
  ５．「明細区分」の欄は、次により記載すること。
　　　　 ⑴ １は、事業所等が算定期間を通じて使用されたものをいい、２は、事業所等が算定期間の中途において新設又は廃止されたものを
　　　　　　いうものであること。また、計は、１又は２のそれぞれの合計をいうものであること。
　　　　 ⑵ ⑴の区分に従って、該当する項目に○印を付すること。
　　　　 ⑶ 記載に当たっては、まず明細区分１の事業所等から記載し、次に１の合計、そして明細区分２の事業所等、２の合計の順に記載し
　　　　　　ていくこと
　　　　　　（「専用床面積㋐」及び「共用床面積㋑」の合計は、記載する必要のないものであること。）。
　　　　 ⑷一の用紙に記載される事業所等の全部が１又は２である場合には、上記⑵及び⑶の記載の例によらずに、「明細区分の別」の欄中
　　　　　　の該当する数字に○印を付せば足りるものであること。
  ６．「専用床面積㋐」の欄は、期末又は廃止の日現在における専用に係る事業所等の用に供する部分の延べ面積（１平方メートルの100分の
　　　　１未満は切り捨てること。以下同様とする。）を記載すること。
  ７．「共用床面積㋑」の欄は、専用床面積に対応する第44号様式別表４の⑥の共用床面積を記載すること。
  ８．「事業所床面積㋒」の欄は、「専用床面積㋐」と「共用床面積㋑」の合計を記載すること。
　　　  　なお、事業所用家屋の全部を専用している場合等で共用床面積がない場合は、この欄のみ記載すれば足りるものであること。
  ９．「使用した期間」及び「同上の月数」の欄は、事業所等が算定期間を通じて使用されたものである場合は記載の必要がないものであるこ
　　　　と。
１０．「同上の月数」の欄は、次により記載すること。
　　　　 ⑴ 算定期間の中途において新設された事業所等（⑶を除く。）当該新設の日の属する月の翌月から算定期間の末日の属する月までの
　　　　　　月数
　　 　　⑵ 算定期間の中途において廃止された事業所等（⑶を除く。）当該算定期間の開始の日の属する月から当該廃止の日の属する月まで
　　　　　　の月数
　　 　　⑶ 算定期間の中途において新設され、かつ、廃止された事業所等当該新設の日の属する月の翌月から当該廃止の日の属する月までの
　　　　　　月数
１１．「従業者数㋓」の欄は、期末又は廃止の日現在における従業者数（地方税法第701条の31第１項第５号において従業者から除かれる者を
　　　　含む。）を記載すること。ただし、当該算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従
　　　　業者の数のうち最小であるものの数値に２を乗じて得た数値を超える場合は、当該算定期間の各月の末日現在における従業者数の合計
　　　　を当該算定期間の月数で除して得た数値を記載すること。なお、この場合は、各月の末日現在の従業者数の明細を添付すること。
１２．「従業者給与総額㋔」の欄は、算定期間中に支払われた給与等の総額を記載すること。



※

処理
事項

※
事業所等の名称 事業所等の所在地

合 計

※
事業所等の名称 事業所等の所在地

合 計

第
四
十
四
号
様
式
別
表
ニ

氏名又は
名　　称

資 産 割

非 課 税 床 面 積 ㋐

従 業 者 割

管　理　番　号

非 　課　 税　 の 　内 　訳

整 理 番 号 事務所 申告区分

非 課 税 従 業 者 給 与 総 額 ㋒
非課税従業者数

㋑

非 課 税 明 細 書
算
定
期
間 年 月 日 ま で

年 月 日 か ら

個人番号又は
法人番号

非 課 税 床 面 積 ㋐ 非 課 税 従 業 者 給 与 総 額 ㋒
非 　課　 税　 の 　内 　訳

資 産 割 従 業 者 割
非課税従業者数

㋑

法第701条の34第 項第 号該当

障 害 者 ・ 歳 以 上 の 従 業 者

法第701条の34第 項第 号該当

法第701条の34第 項第 号該当

障 害 者 ・ 歳 以 上 の 従 業 者

非 課 税 事 業 所 床 面 積 等 の 合 計

法第701条の34第 項第 号該当

法第701条の34第 項第 号該当

法第701条の34第 項第 号該当

㎡ 人 十億 百万 千 円

㎡ 人 十億 百万 千 円



　第44号様式別表２記載要領

　１．この明細書は、地方税法（以下｢法｣という。）第701条の34（事業所税の非課税の範囲）の規定の適用がある場合（法第701条の31第1項第5号において
　　　　従業者から除かれる者がある場合を含む。）に第44号様式の申告書に添付すること。
　２．※印の欄は記載しないこと。
　３．「個人番号又は法人番号」欄には、個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番
        号をいう。以下同じ。）又は法人番号（同条第15項に規定する法人番号をいう。）を記載すること。なお、個人番号を記載する場合には、左側を1
        文字空けて記載すること。
　４．「算定期間」の欄は、課税標準の算定期間（以下「算定期間」という。）を記載すること。
　５．㋐の欄は、該当項目ごとにそれぞれの床面積（１平方メートルの100分の１未満は切り捨てること。）を記載すること。ただし、事業所等の用に供す
　　　　る部分に係る共同の用に供する部分がある場合（別表４の共用部分の計算書が添付される場合）は、共同の用に供する部分の床面積に係る非課税床
　　　　面積については記載しないこと。
　６．㋑の欄は、期末又は廃止の日現在における非課税に係る従業者数（法第701条の31第１項第5号において従業者から除かれる者）を該当項目ごとに記載
　　　　すること。
　７．㋒の欄は、算定期間中に支払われた給与等の額のうち非課税に係る給与等の額を該当項目ごとに記載すること。



※ 申告区分
処理
事項

※
事業所等の名称

課税標準の特例適用

対象床面積　　　㋐

法第701条の41

　第　　　　　項第　　　　　号該当

法第701条の41

　第　　　　　項第　　　　　号該当

1

2

※
事業所等の名称 事業所等の所在地

課税標準の特例適用

対象床面積　　　㋐

法第701条の41

　第　　　　　項第　　　　　号該当

法第701条の41

　第　　　　　項第　　　　　号該当

1

2

控除割

合 計

控 除 事 業 所 床 面 積 の 合 計 控 除 従 業 者 給 与 総 額 の 合 計

合 計

（ ㋓ × ㋔ ） ㋕

課 税 標 準 の 特 例 内 訳

雇 用 改 善 助 成 対 象 者

第
四
十
四
号
様
式
別
表
三

氏名又は
名　　称

資 産 割 従 業 者 割

控除事業所床面積 控 除 従 業 者 給 与 総 額

算
定
期
間 年 月 日 ま で

年 月 日 か ら

控除割

課 税 標 準 の 特 例 明 細 書

整 理 番 号 管　理　番　号事務所

従業 者給 与総 額 ㋓ （ ㋓ × ㋔ ） ㋕

事業所等の所在地

（㋐×㋑） ㋒

個人番号又は
法人番号

課税標準の特例適用対象

合 ㋔

控除割

合 ㋑

課 税 標 準 の 特 例 内 訳

雇 用 改 善 助 成 対 象 者

控除割

合 ㋑

従 業 者 割

控 除 従 業 者 給 与 総 額

資 産 割

（㋐×㋑） ㋒ 従業 者給 与総 額 ㋓ 合 ㋔

控除事業所床面積 課税標準の特例適用対象

㎡㎡ 十億 百万 千 円十億 百万 千 円

㎡ ㎡ 十億 百万 千 円十億 百万 千 円



第44号様式別表３記載要領

１．この明細書は、地方税法（以下｢法｣という。）第701条の41又は附則第33条(事業所税の課税標準の特例）の規定の適用がある場合（法第701条の31第
    1項第5号に規定する雇用改善助成対象者がある場合を含む。）に第44号様式の申告書に添付すること。
２．※印の欄は記載しないこと。
３．「個人番号又は法人番号」欄には、個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人
　　番号をいう。以下同じ。）又は法人番号（同条第15項に規定する法人番号をいう。）を記載すること。なお、個人番号を記載する場合には、左側
　　を1文字空けて記載すること。
４．「算定期間」の欄は、課税標準の算定期間（以下「算定期間」という。）を記載すること。
５．㋐の欄は、期末又は廃止の日現在における課税標準の特例に係る床面積（㋑の控除割合による控除前の床面積を１平方メートルの100分の１未満を切
    り捨てて記載すること。）を該当項目ごとにそれぞれ記載すること。なお、法第701条の41第1項及び第2項並びに附則第33条第1項から第5項までの
　　規定のうち2以上の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用を受ける㋒の欄の「控除床面積」を控除した後の床面積を記載すること。
６．㋓の欄は、算定期間中に支払われた従業者給与総額のうち課税標準の特例に係る給与等の額（㋔の控除割合による控除前の給与等の額）を該当項目
    ごとにそれぞれ記載すること。



※ 事務所 申告区分

処理
事項

事業所等の名称 事業所等の所在地

① ⑦

② ㋐

③ ㋑

④ ㋒

⑤ ㋓

⑥ ㋔

事業所等の名称 事業所等の所在地

① ⑦

② ㋐

③ ㋑

④ ㋒

⑤ ㋓

⑥ ㋔

個人番号又は
法人番号

合 計 （ ㋐ ～ ㋓ ）

防災に関する設備等

全 部 が 非 課 税 と な る 共 用 床 面 積

２分の１が非課税となる共用床面積

算
定
期
間

①のうち当該事業所部分の延べ面積

第
四
十
四
号
様
式
別
表
四

消 防 設 備 等 に 係 る 共 用 床 面 積

共 用 部 分 の 計 算 書

③ 以 外 の 共 用 床 面 積

事業所床面積となる共用床面積

非 課 税 に 係 る 共 用 床 面 積

専 用 部 分 の 延 べ 面 積

専 用 部 分 の 延 べ 面 積 ③ の 内 訳

非 課 税 に 係 る 共 用 床 面 積

共用床面積の合計 （③＋④） ㋐ ～ ㋒ 以 外 の 非 課 税 に 係 る 共 用 床 面 積

※

共用床面積の合計 （③＋④）

事業所床面積となる共用床面積

㋐ ～ ㋒ 以 外 の 非 課 税 に 係 る 共 用 床 面 積

合 計 （ ㋐ ～ ㋓ ）

③ 以 外 の 共 用 床 面 積

整 理 番 号

年 月 日 ま で
氏名又は
名　　称

年 月 日 か ら
管　理　番　号

①のうち当該事業所部分の延べ面積 消 防 設 備 等 に 係 る 共 用 床 面 積

２分の１が非課税となる共用床面積

防災に関する設備等

全 部 が 非 課 税 と な る 共 用 床 面 積

※

③ の 内 訳
㎡

㎡

(④×
②

① )

(④×
②

① )

㎡

㎡

( )
1
2×

( )
1
2×



第44号様式別表４記載要領

１．この計算書は、事業所用家屋である家屋に事業所等の用に供する部分（以下「事業所部分」という。）に係る共同の用に供する部分(以下「共用部分」と
    いう。)がある場合に第44号様式別表１に添付すること。
　　したがって、一の事業所等が家屋全体を専用している場合又は家屋の一部を専用しているが共用部分がない場合は、添付の必要がないものであること。
２．※印の欄は記載しないこと。
３．「個人番号又は法人番号」欄には、個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号
    をいう。以下同じ。）又は法人番号（同条第15項に規定する法人番号をいう。）を記載すること。なお、個人番号を記載する場合には、左側を1文字空
    けて記載すること。
４．①の欄は、共用部分以外の部分（以下「専用部分」という。）で⑤の欄の共用部分に関連を有する専用部分の延べ面積（１平方メートルの100分の1未
    満 は切り捨てること。以下同様とする。）を記載すること。
５．②の欄は、①の専用部分の延べ面積のうち、この申告書に係る事業所部分の延べ面積（以下「専用床面積」という。）を記載すること。
　　なお、この専用床面積は、第44号様式別表１の「専用床面積㋐」の欄と一致するものであること。
６．③の欄は、㋔の欄の数値を記載すること。
７．⑦の欄は、次により記載すること。ただし、㋐、㋑及び㋒の欄は、特定防火対象物である事業所等につい記載すること。
　　⑴ ㋐の欄は、共用部分の床面積（以下「共用床面積」という。）のうち、地方税法施行令（以下「政令」という。）第56条43第２項に掲げる消防設備等
    に係る床面積を記載すること。
　　⑵ ㋑の欄は、共用床面積のうち政令第56条の43第３項第１号イ、第４号及び第５号イに掲げる避難階段等に係る床面積を記載すること。
　　⑶ ㋒の欄は、共用床面積のうち政令第56条の43第３項第１号ロ、第２号、第３号及び第５号ロに掲げる設備等に係る床面積に２分の１を乗じて得た面積
    を記載すること。
　　⑷ ㋓の欄は、共用床面積のうち、㋐、㋑及び㋒以外の非課税に係る共用床面積を記載すること。
　　⑸ ㋐～㋔に記載がある場合は、別表２に準じて、該当項目ごとにそれぞれの床面積を記載した明細を添付すること。


